
Ｉ　調 査 の 概 要
Ｉ－１　調 査 地 域
  １） 調査範囲および位置
　本調査範囲は、熊本県の天草上島西部および下島中央部から鹿児島県の獅子島北西部にか
けての陸域および八代海の北西部海域であり、国土地理院発行の1:25,000地形図では、「本
渡」「小宮地」「宮野河内」の３図葉にまたがっている。（図－１）
　その面積は、約218平方キロメートルで、陸域面積約142平方キロメートル、海域面積76
平方キロメートルである。
　行政区では、熊本県は本渡市、天草郡新和町・河浦町の１市２町、鹿児島県では出水郡東
町の１町にわたる。
　２） 調査地域概要
　調査地域は、天草下島の中央部の東側に位置し、八代海に数々の島しょが分布する地域で
ある。調査地域南部の沿岸部を中心に雲仙天草国立公園が設定されており、全体に豊かな自
然環境が残されている。
　調査地域を含む天草諸島は、昭和41年に天草五橋が開通し、九州本土と陸続きとなり産
業、経済および観光などが飛躍的に発展した地域である。また、平成12年度には天草空港
の開港が予定され、さらに長崎県～熊本県～鹿児島県を結ぶ三県架橋が計画されている。
　調査地域の気候は、年間の平均気温が16.6℃と温暖な気候で、平均年降水量は1,754㎜で
ある。
　産業は、農業については柑橘類、米・野菜類の耕作物および畜産がそれぞれ全体の約３分
の１づつをバランス良く生産している。また、林業については私有林が主体であり、その中
の約４割が人工林である。漁業は、下島に新和町漁業協同組合および宮野河内漁業協同組
合、獅子島に東町漁業共同組合があり、沿岸漁業としてマダイ・カレイ・タコ・イカなどが
水揚げされており、養殖ではハマチ・タイ・真珠・のりなどが盛んである。
　商工業については、地元資源活用型の地場産業の起業が進められており、今後が期待され
ている。
　観光は、歴史的にも有名な隠れキリシタンの地として史跡・文化財が数多く有り、雲仙天
草国立公園の一角である島々は、美しい眺望を創り出している。各自治体は、これらの好条
件を生かして数々のイベントを開催し、毎年数多くの観光客を集めている。
Ｉ－２　調 査 方 法
　この沿岸海域基礎調査は、図－２に示す作業工程に基づいて、平成11年度に実施した。　
　１） 資料収集
　本調査において作成する沿岸海域地形図、沿岸海域土地条件図および報告書を完成させる
ために必要な資料・文献等を関係機関に依頼して収集した。
　２） 沿岸部土地条件調査
　この調査は、沿岸陸域の地形・地質状況および各種機関・施設等を調査し、国土地理院発
行の1:25,000地形図「本渡」「小宮地」「宮野河内」の各図葉を基図にして土地条件図原稿図
を作成する作業である。
　地形分類は、空中写真による地形判読から作成した予察図をもとに、露頭観察、土地利用
状況等の観察等の現地調査を行って確認した。また、資料収集による各種機関、施設等の位



置についても、現地確認もしくは空中写真判読による確認を行った。
　３） 海岸基準点測量および船位測定
　海域の調査に伴う調査船の船位測定に必要な基準点を沿岸部に配置するため、海岸基準点
測量を実施した（図－３）。この新設した海岸基準点は、船位測定に使用するDGPS測位シ
ステムのディファレンシャル情報を得るためのものである。海岸基準点測量は国土地理院の
国家三角点を用いて、ＧＰＳ測量（スタティック法）により実施した。
　船位測量は、リアルタイムディファレンシャルＧＰＳシステムを用いたＤＧＰＳ法により
実施した。このＤＧＰＳ法は、調査船の移動局単独ではなく、陸上基準点上に設置した陸上
局においても同時にＧＰＳ観測を実施する。このうち陸上局の観測により、既に精密測量に
より得られているその基準点の真位置座標値と、単独のＧＰＳ観測により得られた位置座標
値との比較を行う事で、ＧＰＳ観測データに含まれる衛星軌道のズレなどによる誤差データ
（ディファレンシャルデータ）が得られる。この誤差データをリアルタイムで調査船に転送
し、移動局単独で測定された概略位置を補正するのがＤＧＰＳであり、単独測位では得られ
ない高精度で船位が測定できる。
　このＤＧＰＳにより測定された船位データは、音響測深、および音波探査記録と関連づけ
るとともに、調査船が予定測線上を直線状に航行するよう誘導に用いた。また、測定された
船位データは、パーソナルコンピューターを用いてフロッピーディスクに収録し、記録整
理・解析時の効率化を図った。
　４） 潮位観測
　潮位観測作業は、海域調査における音響測深データの潮位補正に使用するため、簡易験潮
所を設置し海域調査の全期間について実施した。
　簡易験潮所は、調査地域のほぼ中央部の大多尾漁港内の、波浪の影響が少ない南岸壁に設
置した。験潮儀はフロート式のフース型自記験潮器を用いた（図－４）。
　また、この潮位観測と本調査における基準面であるT.P.（東京湾平均海面）との関係をつ
けるため、本渡市に位置する国家水準点から直接水準測量を行った（図－５）。
　５） 海底地形調査
　この調査は、沿岸海域地形図のうち海底地形図を作成する作業である。
　調査は、まず海図や既存調査による水深データに基づいて本調査海域の海底地形を十分に
把握できるような測線計画を立案した。
　音響測深作業は、この計画測線に従って海底土地条件調査の音波探査と同時に実施した
が、島しょや海岸線の張り出し部など音波探査の測定が困難な部分については、音響測深の
みを別途実施した（図－６航跡図）。
　音響測深は、直下の水深測定を行う１素子のデジタル音響測深機（PS-20R型）を使用し、
測定した水深データをデジタルデータとしてパーソナルコンピューターのフロッピーディス
クに収録した。
　測定した水深データの整理・解析にあたっては、アナログモニター記録を参考として、収
録したデジタル水深データの不良データの検討・削除を行うとともに、測定時の喫水補正、
バーチェックに基づく音速補正、潮位観測データに基づく潮位補正などを行い、基準面であ
るT.P.（東京湾平均海面）からの水深データを編集した。この各種補正を行った水深データ
から、海底地形図描画のために必要な凹地、凸地および傾斜の変換点などを抽出し、平面図



上に展開して、水深読取図を作成した。この水深読取図に基づいて、電算出力による等深線
図および海図などの既存資料を参考として、1ｍ間隔の等深線表現による海底地形図を作成
した。
　６） 底質調査
　調査海域内において、おおむね2平方キロメートルに１点程度の割合で計46地点の底質
採取点を設定し、スミス・マッキンタイア型グラブ採泥器（採取面積1/20平方メートル）を
用いて底質採取を行った。
　採取した試料は、その場で標準土色帳による色調判別、臭気の有無・含有物等の鑑定、指
触法による底質判定を行い底質調査簿に記載するとともに、カラーチャートを添えて写真撮
影を行った。その底質採取点の内の、３７資料についてＪＩＳ Ａ １２０４の規定に基づい
て粒度分析を行い、粒径加積曲線から中央粒径値を求め、Wentworth（1922）の粒径区分お
よび混合底質については、三角ダイヤグラム上に礫・砂・泥の各成分をプロットして底質名
を決定した。
　７） 海底土地条件調査
　この調査は、沿岸海域土地条件図のうち、海底土地条件図を作成するためのもので、磁歪
振動式地層探査装置（SP-3W型）および放電式音波探査装置（NE-19C型）を用いた音波探
査により、海底下の地質状況および地質構造の調査を行った。
　調査は海底地形調査において立案した基本計画測線について、音響測深と同時に実施した
（図－６における測線符号B～G測線）。
　８） 使用機器
　本調査で使用した主要機器を表－２に示す。
















